
対象者

対象物質又は項目

Ｃｄ ｍｇ/L

ＣＮ ｍｇ/L

Ｏｒｇ－Ｐ ｍｇ/L

Ｐｂ ｍｇ/L

Ｃｒ６+ ｍｇ/L

Ａｓ ｍｇ/L

Ｔ－Ｈｇ ｍｇ/L

Ｒ－Ｈｇ ｍｇ/L

ＰＣＢ ｍｇ/L

ＴＣＥ ｍｇ/L

ＰＣＥ ｍｇ/L

ＤＣＭ ｍｇ/L

ＴＣＭ ｍｇ/L

ＤＣＥ ｍｇ/L

ｼｽｰＤＣＥ ｍｇ/L

ＭＣ ｍｇ/L

ＴＣＡ ｍｇ/L

ＤＣＰ ｍｇ/L

ﾁｳﾗﾑ ｍｇ/L

ｼﾏｼﾞﾝ ｍｇ/L

ﾁｵﾍﾞﾝ ｍｇ/L

ＢＺ ｍｇ/L

Ｓｅ ｍｇ/L

Ｂ ｍｇ/L

F ｍｇ/L

Cr ｍｇ/L

Cu ｍｇ/L

Zn ｍｇ/L

Phe ｍｇ/L

S-Fe ｍｇ/L

S-Mn ｍｇ/L

ｍｇ/L

BOD ｍｇ/L

SS ｍｇ/L

鉱物油 Oil ｍｇ/L 5 4 3
動植物油 Fat ｍｇ/L 30 20 10

ｐH
水素
指数

℃
I2-C ｍｇ/L

T-N ｍｇ/L

T-P ｍｇ/L

備考

2.法第11条の2第1項の規定により使用の開始等の届出が必要な下水の量は、日最大５０m３以上である。

3.BOD、SS、T-N、T-Pの（　　）内の数値は、製造業又はガス製造業について適用される。

4.ダイオキシンの直罰基準は、ダイオキシン特別措置法に定める特定施設のみ適用される。

5.除害施設設置基準のノルマルヘキサン抽出物質は、府条例により、排水量別に排水基準が設定されている。

　　除害施設について

　　事業場から排出される下水には、下水道施設を損傷したり機能を妨げたりする場合があります。
　　そのため排水基準を超える下水は、事業場自ら処理する必要があります。
　　この排水施設を除害施設といいます。

1.この表に揚げる水質を超える（BOD、SS、温度、沃素消費量は表に揚げる水質以上の、ｐHは表に揚げる水質の上限以上又は下限
以下の）下水の排除が禁止され、又は排除する場合、除害施設の設置若しくは届出が必要となる。

全リン

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物
質含有量(n-Hex)

公共下水道への排除が禁止されている基準（直罰基準）

除害施設の設置義務が課せられる基準（除害施設設置基準）

浮遊物質量

水素イオン濃度

沃素消費量

全窒素

鉄及びその化合物（溶解性）

阪南市下水道排除基準

チオベンカルブ
ベンゼン
セレン及びその化合物

1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン

四塩化炭素
1,1-ジクロロエチレン

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物

ｱﾙｷﾙ水銀化合物

ｼｽｰ1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン

ﾎﾟﾘ塩化ビフェニル
トリクロロエチエレン
テトラクロロエチレン
ジクロロエタン

カドミウム及びその化合物
シアン化合物
有機リン化合物
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物

- -- -
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マンガン及びその化合物（溶解性）

生物化学的酸素要求量

フェノール類 5
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-
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ほう素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
クロム及びその化合物
銅及びその化合物

放流先で支障
がないこと
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亜鉛及びその化合物
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法第11条の2第1項
の規定により使用
の開始等の届出が
必要な下水の水質

特定施設の設置者
を含む全使用者
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（5.7以下、8.7以上） -

温度

色又は臭気

単
位

特定施設の設置者

終末処理場に接続されている公共下水道の使用者

Pg-TEQ/L

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素、亜硝酸窒素及び硝酸性窒素
　　　　　　　　　　NH4-N、NO2-N、NO3-N

ダイオキシン類

-4-


